
 
 

 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公示第８８号

 
 
 
 

公　　示 
 
 
 
 

 令和６年１２月臨時海技士国家試験の日割等について
 
 
 
 

 　　　　標記について、下記のとおり公示する。
 
 
 
                                     　　   　令和６年１０月１８日 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 
 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内閣府沖縄総合事務局長
 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 
 
 

 記
 
 
 
 
 

 　　１．試験申請受理期間　　　　　　　　　自　　令和６年１０月２９日
 

                                           至　　令和６年１１月　８日
 
 

 　　２．試験日割　　　　　　　　　　　　　別紙のとおり
 
 
　　３．試験会場　　　　　　　　　　　　　別紙のとおり 
 
 
　　４．口述試験日割発表日　　　　　　　　令和６年１１月２５日　　午後１時 
 
 
 

 　　５．筆記試験合格発表日　　　　　　　　令和６年１２月５日　午前８時半
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（掲示場所：宮古運輸事務所、 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  沖縄県立宮古総合実業高等学校、 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平良港湾合同庁舎） 

 　　
 

 　　６．総合合格発表日                    令和６年１２月１３日　午後１時
 
 
 
 



午前（８：４５集合） 午後（１３：１５集合）

身体検査（８：３０集合）

身体検査

航　　海

運　　用

法　　規

航　　海 法　　規

　令和６年

１２月３日（火） 航　　海 法　　規

身体検査

執務一般

機関その二

機関その一

機関その一

機関その一

運　　用

　令和６年

運　　用

１２月４日（水）

機関その二

機関その二

四級海技士（航海）

試 験 月 日 試 験 種 別
試験科目

四級海技士（航海）

五級海技士（航海）

令和６年１２月臨時試験日割表（筆記試験）

内燃機関六級海技士（機関）

内燃機関五級海技士（機関）

内燃機関四級海技士（機関）

内燃機関四級海技士（機関）

執務一般

機関その三
（15:10～）

内燃機関五級海技士（機関）

執務一般

機関その三
（15:１0～）

五級海技士（航海）

六級海技士（航海）



試験月日

　令和６年

１２月５日（木）

　令和６年

１２月６日（金）

１．筆記試験開始時刻は午前９時及び午後１時３０分、筆記試験会場は「沖縄県立宮古総合

　　実業高等学校（海洋科学科機関実習棟　講義室（２F））」とする。

２．六級海技士試験は、令和６年１２月３日午前８時４５分より身体検査を行い、筆記試験は

４．口述試験開始時間は、午前９時及び午後１時３０分、口述試験会場は、航海科は「平良港湾

　　合同庁舎１階会議室」（沖縄県宮古島市平良西里7-21）、機関科は宮古運輸事務所会議室

　　（沖縄県宮古島市平良字下里1037-1）とする。

６．身体検査は、口述試験の開始直前に行う。

四級海技士（航海）、五級海技士（航海）

内燃機関四級海技士（機関）、内燃機関五級海技士（機関）

令和６年１２月臨時試験日割表（口述試験）

試験種別

四級海技士（航海）、五級海技士（航海）

内燃機関四級海技士（機関）、内燃機関五級海技士（機関）

７．受験者数が予定より増加し、日割どおり実施できない場合は日割を変更し、申請書受付終了

　  後あらためて日割表を掲示する。

３．令和６年１２月３日に実施する内燃機関四級海技士（機関）試験及び内燃機関五級海技士

　  （機関）試験の「機関その三」は、「執務一般」終了後の午後３時１０分から開始する。

　　午前９時より開始する。

５．筆記試験、口述試験ともに試験開始時刻の１５分前には入室すること。


